
【介護予防・日常生活支援総合事業】第１号通所サービス事業

  施設利用契約書・重要事項説明書別紙

令和６年４月～

【介護予防・日常生活支援総合事業】第１号通所サービス事業 　
下表は、基本金額とし１ヶ月あたりのサービス提供の場合

※ 費用総額は、当該センターの地域区分が6級地となり、単位に10.27円を乗じた額です。

※ 別途、１か月の合計単位数の5.9％が処遇改善加算としてかかります。

※ 別途、１か月の合計単位数の1.2％が介護職員特定処遇改善加算としてかかります。

※ 別途、１か月の合計単位数の1.1％が介護職員等ベースアップ加算としてかかります。

通常規模型通所介護
下表は、基本金額とし１日あたり５時間以上６時間未満のサービス提供の場合

※ 科学介護推進加算は、月単位でかかる額です。

※ ご利用１日についてかかる額です。

※ 費用総額は、当該センターの地域区分が6級地となり、単位に10.27円を乗じた額です。

※ 別途、１か月の合計単位数の5.9％が処遇改善加算としてかかります。

※ 別途、１か月の合計単位数の1.2％が介護職員特定処遇改善加算としてかかります。

※ 別途、１か月の合計単位数の1.1％が介護職員等ベースアップ加算としてかかります。

上記以外の自己負担分として、下記のものがあります。

６００円 １食

　 　

１００円 １日

６００円 １回

９９円 月

通所介護費
利用料

介護保険適用時利用者負
担額（費用総額の１割）単位

費用総額
（単位×10.27）

事業対象者・要支援１ 1,798 18,465円 1,847円

要支援２ 3,621 37,187円 3,719円

加算体制
利用料

介護保険適用時利用者負
担額（費用総額の１割）単位

費用総額
（単位×

運動器機能向上加算 225 2,310円 231円

サービス体制強化加算　要支援１・事業対象者 72 739円 74円

サービス体制強化加算Ⅱ　要支援２ 144 1,478円 148円

事業所評価加算 120 1,232円 124円

小規模型通所介護費
利用料 介護保険適用時利用者負

担額（費用総額の１割）単位
費用総額

（単位×10.27）

要介護１ 570 5,853円 585円
要介護２ 673 6,911円 691円
要介護３ 777 7,979円 798円
要介護４ 880 9,037円 904円
要介護５ 984 10,105円 1,011円

加算体制ほか
利用料 介護保険適用時利用者負

担額（費用総額の１割）単位
費用総額

（単位×10.27）

入浴介助加算 40 411円 42円
サービス体制強化加算Ⅱ　１回利用につき 18 184円 19円

科学介護推進加算 40 411円 41円

キャンセル料 食費

預金口座振替による自動引き落とし手数料

食費 食材料費、調理に係る水光熱費

　 （水分補給・おやつ材料費１００円を含みます）　

水分補給・おやつ材料費 （食事を利用されない方のみ）


